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内 

閣 

府
、
総 

務 

省
、
財 

務 

省
、 

○
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
令
第
九
号 

 

経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環 

境 

省 

流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

六
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
荷
主
の
貨
物
自
動
車
運
送
役
務
の
持
続
可
能
な
提
供
の
確
保
に
資
す
る
運

転
者
の
運
送
及
び
荷
役
等
の
効
率
化
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

内
閣
総
理
大
臣 

石
破 

 

茂 
 

 

総
務
大
臣 

村
上
誠
一
郎 

 
 

財
務
大
臣 

加
藤 

勝
信 

 
 

文
部
科
学
大
臣 

阿
部 

俊
子 

 
 

厚
生
労
働
大
臣 

福
岡 

資
麿 

 
 

農
林
水
産
大
臣 

小
泉
進
次
郎 

 
 

経
済
産
業
大
臣 

武
藤 

容
治 
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国
土
交
通
大
臣 

中
野 

洋
昌 

 
 

環
境
大
臣 

浅
尾
慶
一
郎 

 
 

荷
主
の
貨
物
自
動
車
運
送
役
務
の
持
続
可
能
な
提
供
の
確
保
に
資
す
る
運
転
者
の
運
送
及
び
荷
役
等
の
効
率
化
に
関
す

る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令 

荷
主
の
貨
物
自
動
車
運
送
役
務
の
持
続
可
能
な
提
供
の
確
保
に
資
す
る
運
転
者
の
運
送
及
び
荷
役
等
の
効
率
化
に
関
す
る
判

断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
命
令
（
令
和
七
年
内
閣
府
・
総
務
省
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林

水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

（
運
転
者
一
人
当
た
り
の
一
回
の
運
送
ご
と
の
貨
物
の
重

量
の
増
加
） 

第
二
条 

第
一
種
荷
主
は
、
次
に
掲
げ
る
取
組
を
行
う
こ
と

（
運
転
者
一
人
当
た
り
の
一
回
の
運
送
ご
と
の
貨
物
の
重

量
の
増
加
） 

第
二
条 

第
一
種
荷
主
は
、
次
に
掲
げ
る
取
組
を
行
う
こ
と
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に
よ
り
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
取
組
に

よ
ら
な
い
こ
と
が
同
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
有
効
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一
～
四 

（
略
） 

２ 

第
二
種
荷
主
は
、
次
に
掲
げ
る
取
組
を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
法
第
四
十
二
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
取
組
に
よ
ら

な
い
こ
と
が
同
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
有
効
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

（
運
転
者
の
荷
待
ち
時
間
の
短
縮
） 

第
三
条 

第
一
種
荷
主
は
、
次
に
掲
げ
る
取
組
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
取
組
に

よ
ら
な
い
こ
と
が
同
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
有
効
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一
～
四 

（
略
） 

２ 

第
二
種
荷
主
は
、
次
に
掲
げ
る
取
組
を
行
う
こ
と
よ

り
、
法
第
三
十
七
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
取
組
に
よ
ら

な
い
こ
と
が
同
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
有
効
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

（
運
転
者
の
荷
待
ち
時
間
の
短
縮
） 

第
三
条 
第
一
種
荷
主
は
、
次
に
掲
げ
る
取
組
を
行
う
こ
と
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に
よ
り
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
取
組
に

よ
ら
な
い
こ
と
が
同
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
有
効
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一
～
三 

（
略
） 

２ 

第
二
種
荷
主
は
、
次
に
掲
げ
る
取
組
を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
法
第
四
十
二
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
取
組
に
よ
ら

な
い
こ
と
が
同
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
有
効
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一
～
三 

（
略
） 

（
運
転
者
の
荷
役
等
時
間
の
短
縮
） 

第
四
条 

第
一
種
荷
主
は
、
次
に
掲
げ
る
取
組
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
取
組
に

よ
ら
な
い
こ
と
が
同
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
有
効
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一
～
三 

（
略
） 

２ 

第
二
種
荷
主
は
、
次
に
掲
げ
る
取
組
を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
法
第
三
十
七
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
取
組
に
よ
ら

な
い
こ
と
が
同
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
有
効
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一
～
三 

（
略
） 

（
運
転
者
の
荷
役
等
時
間
の
短
縮
） 

第
四
条 
第
一
種
荷
主
は
、
次
に
掲
げ
る
取
組
を
行
う
こ
と
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に
よ
り
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
取
組
に

よ
ら
な
い
こ
と
が
同
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
有
効
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一
～
三 

（
略
） 

２ 

第
二
種
荷
主
は
、
次
に
掲
げ
る
取
組
を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
法
第
四
十
二
条
第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
取
組
に
よ
ら

な
い
こ
と
が
同
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
有
効
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一
～
三 

（
略
） 

に
よ
り
、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
取
組
に

よ
ら
な
い
こ
と
が
同
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
有
効
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一
～
三 

（
略
） 

２ 

第
二
種
荷
主
は
、
次
に
掲
げ
る
取
組
を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
法
第
三
十
七
条
第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
取
組
に
よ
ら

な
い
こ
と
が
同
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
有
効
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一
～
三 

（
略
） 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
命
令
は
、
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
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る
法
律
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 




